
平成７年８月２８日

道 管 第３８９号

道路建設課長

道路企画課長 様

各土木事務所長

浦和土木事務所朝霞支所長

道路管理課長

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）、

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令（平成７年政令第２５６

号）及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則（平成７年建

設省令第１７号）の施行に当たる通達等について（送付）

平成７年８月９日付けで、建設省から下記の通達がありましたので、送付します。

記

１ 建設事務次官通達

・電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行について

（建設省道政発第７４号）

２ 建設省道路局長通達

・電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行について

（建設省道政発第７５号）

３ 建設省道路局路政課長通達

・電線共同溝の整備等に関する特別措置法第９条の運用について

（建設省道政発第７６号）

・電線共同溝整備道路の指定に当たっての鉄道事業者等との調整について

（建設省道政発第７７号）

・電線共同溝整備道路の指定に当たっての電気事業者との調整について

（建設省道政発第７８号）

４ 建設省道路局路政課課長補佐事務連絡

・地方公共団体による電線共同溝の占用の許可の申請の取扱いについて

・電線共同溝整備道路における警察事務の用に供する電線等による道路占用の許可

等の取扱いについて
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